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地区中央の主要生活道路は、 

幅員６ｍに拡幅整備します。
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【先行地区】 

大山西町大山西町大山西町大山西町    

主要生活道路 

大谷口給水所 

（水道タンク） 

【Ⅱ期地区】 

    

発 行：板橋区 都市整備部 市街地整備課 密集地域整備グループ 

主要生活道路沿道 

ミニニュース④ 

先行地区での取り組み 

日頃から、大谷口のまちづくりにご協力い

ただき、誠にありがとうございます。 

大谷口一丁目周辺地区では、現在、不燃化

特区事業による災害に強いまちづくりに取り

組んでいます。また、今後は、安全で良好な

住環境の向上を図るために地区計画を定め、

持続的なまちづくりも進めていきます。 

その中で、主要生活道路は、地区の防災性

と利便性を向上させるための重要な道路とし

て、幅員６ｍに拡幅整備します。 

１．地区中央に存在する、消防活動困難区域が解消されます。 

２．地区内部からの安全な避難経路を確保します。 

３．緊急車両や福祉車両などが進入しやすく、利便性が向上します。 

道路整備とあわせて、沿道の不燃化建替えが進むことで、延焼抑止効果を持った道

路となり、狭い道路が多い地区内部からの安全な避難経路を確保します。 

主要生活道路が拡幅整備されると・・・ 

災害時の円滑な消防活動には、幅員６ｍ以上の道路が必要とされています。この道

路から消防ホースが届かない「消防活動困難区域」が解消されます。 

地区中央に主要生活道路が拡幅整備されることで、狭い道路が多い地区内と地区外

のアクセスが向上します。 

消防活動消防活動消防活動消防活動    

困難区域困難区域困難区域困難区域    

●主要生活道路を拡幅整備し、 

沿道の不燃化を促進。 

●助成事業を用い、木造住宅の 

不燃化建替えを促進。 

●不燃化建替えを促進するため、 

専門家の派遣による建替え相談 

などの支援策を導入。 
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アパート

幅員６ｍに 
拡幅整備 

不燃化建替えを 
促進するエリア 

大山西町大山西町大山西町大山西町 

大谷口一丁目大谷口一丁目大谷口一丁目大谷口一丁目 

大谷口一丁目周辺地区における不燃化特区事業概要 

消防活動 
困難区域 

先行地区では、沿道の方々のご意見を踏まえて、主要生活道路の拡幅線形が決ま

りました。平成２７年 1 月２８日（水）に、説明会を開催し、拡幅道路線形と事業ス

ケジュール、また用地を買取らせていただくための補償契約の概要等についてご説

明しています。また、平成２７年３月末までに、みなさんの敷地にどの程度拡幅面

積がかかるのか測量調査を行い、拡幅の位置を示すための杭などを打つ作業を行い

ました。 

昨年度までの取り組み 

平成２７年６月頃からは、順次用地を買取らせていただくための手続きを進め

ていきます。 

今年度の取り組み予定 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画地区計画地区計画地区計画とととと不燃化特区不燃化特区不燃化特区不燃化特区によるによるによるによる取取取取りりりり組組組組みみみみ    

地区計画制度を活用して、主要生活道路を 

地区施設道路として法律的に位置づけます。 
不燃化特区事業で、用地買収や補償により拡幅整備します。 

● 拡幅線形は、みなさんの意見や要望をうかがい、 

区が決定します。 

● 事業期間である平成３２年度末までに拡幅整備を

完了させます。 

● 不燃化特区事業では、拡幅線形 

にあたる土地は、区が買取り 

ます。 

また、建物や門塀などの工作物 

は、補償します。 
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6ｍ 

拡幅部分の敷地は、 

区が買取ります。 

拡幅部分にあたる建物等は 

補償します。 

拡

幅

線

 

●●●●    今後今後今後今後、、、、地区計画地区計画地区計画地区計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、幅員幅員幅員幅員６６６６ｍｍｍｍのののの道路道路道路道路としてとしてとしてとして地区地区地区地区    

施設施設施設施設にににに指定指定指定指定しししし、、、、都市計画都市計画都市計画都市計画にににに位置位置位置位置づけますづけますづけますづけます。。。。    

●●●●    地区計画地区計画地区計画地区計画ではではではでは建物建物建物建物をををを建替建替建替建替えるえるえるえる際際際際、、、、拡幅線拡幅線拡幅線拡幅線までまでまでまで後退後退後退後退してしてしてして

建替建替建替建替えをえをえをえを行行行行いいいい、、、、後退空地後退空地後退空地後退空地にはにはにはには工作物工作物工作物工作物をををを設置設置設置設置することはすることはすることはすることは

できませんできませんできませんできません。。。。    

●●●●    将来的将来的将来的将来的にににに後退空地後退空地後退空地後退空地とととと道路道路道路道路をををを

あわせたあわせたあわせたあわせた６６６６ｍｍｍｍのののの空間空間空間空間がががが完成完成完成完成しししし

ますますますます。。。。    

●●●●    地区計画地区計画地区計画地区計画によるによるによるによる後退後退後退後退やややや建替建替建替建替えにえにえにえに    

対対対対してはしてはしてはしては、、、、後退空地後退空地後退空地後退空地のののの土地土地土地土地のののの    

買取買取買取買取りやりやりやりや、、、、建物等建物等建物等建物等のののの補償補償補償補償はははは    

ありませんありませんありませんありません。。。。    
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建替えの際に 

後退します。 

建替える際には、 

拡幅線から後退して建替えます。 

事業スケジュール 

平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度    平成平成平成平成２２２２７７７７年度年度年度年度    平成平成平成平成２２２２８８８８年度年度年度年度    平成平成平成平成２２２２９９９９年度年度年度年度    平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度    平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度    平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度    
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建物移転補償、工作物移転補償、動産移転補償、 

仮住居補償、借家人・借間人補償 等 

『地区計画制度』とは 

 
今後今後今後今後、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり計画計画計画計画からからからから地区計画地区計画地区計画地区計画    

にににに移行移行移行移行してしてしてして、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりののののルールルールルールルールをををを    

定定定定めますめますめますめます。。。。    

地区計画は、都市計画の一つの手法で、皆さんの建替えにあわせて、計画で

定めた将来像を実現していくものです。地区計画策定後は、建物を建てる際の

建築確認申請前に、地区計画の内容に沿った計画となっているか、事前に申請

していただき、区が確認します。 

■地区計画の中で、具体的な建替えのルールを「「「「地区整備計画地区整備計画地区整備計画地区整備計画」」」」といいます。 

地区整備計画には、まちづくりの目標に従って、以下の内容を定めます。 

○地区施設地区施設地区施設地区施設 ⇒ 道路や公園等の概ねの位置や規模 

○建築物等建築物等建築物等建築物等 ⇒ 建物の高さや敷地規模、また建物用途の制限など地区の 

特性に応じた項目を選択して定めます。 

※先行地区、Ⅱ期地区の範囲については、表面に掲載の図をご覧ください。 


